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第14条の3の2   都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者
が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
    (1)  第14条第5項第2号イ（第7条第5項第4号ロ若しくはハ（第25条から第27条まで若
しくは第32条第1項（第25条から第27条までの規定に係る部分に限る。）の規定により、
又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に 違反し、刑に処せら
れたことによる場合に限る。）又は同号トに係るものに限る。）又は第14条第5項第2号ロ
若しくはヘ に該当するに至つたとき。
    (2)  第14条第5項第2号ハからホまで（同号イ（第7条第5項第4号ロ若しくはハ（第25条
から第27条までの規定により、又 は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。）又は同号トに係るものに限
る。）又は第14条第5項第2号ロに係るものに限る。）に該当するに至つたとき。
    (3)  第14条第5項第2号ハからホまで（同号イ（第7条第5項第4号ニに係るものに限
る。）に係るものに限る。）に該当するに至つたとき。
    (4)  第14条第5項第二号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至つたとき（前
3号に該当する場合を除く。）。
    (5)  前条第1号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反した
とき。
    (6)  不正の手段により第14条第1項若しくは第6項の許可（同条第2項又は第7項の許
可の更新を含む。）又は第14条の2第1項の変更の許可を受けたとき。
2   都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が前条第2号
又は第3号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

法令の定め

昭和４５年法律第１３７号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

産業廃棄物収集運搬業許可取消処分

内容

処分基準

環境部循環型社会推進課産業廃棄物担当
（電話）０７５－４１４－４７１７
乙訓保健所環境衛生室環境担当
（電話）０７５－９３３－１３４１
山城北保健所環境室廃棄物対策担当
（電話）０７７４－２１－２９１３
山城南保健所環境衛生室環境担当
（電話）０７７４－７２－４３０３
南丹保健所環境衛生室環境担当
（電話）０７７１－６２－４７５５
中丹西保健所環境衛生室環境担当
（電話）０７７３－２２－６３８３
中丹東保健所環境衛生室環境担当
（電話）０７７３－７５－１１５６
丹後保健所環境衛生室環境担当
（電話）０７７２－６２－１３６１

平成２３年３月１５日付け環境省大臣官房廃棄物リサイクル対策部長通知「廃棄物の処
理及び清掃に関する法律第１４条の３等に係る法定受託事務に関する処理基準につい
て」のとおり（別紙参照）

知事又は保健所長（委任先）

第１４条の３の２第１項
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